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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源からの光を用いて被照明面に配置されたマスクを照明する照明光学系を有し、前記
マスクと基板とを相対的に移動させて、前記マスクのパターンを前記基板に投影する露光
装置において、
　前記照明光学系は、前記被照明面と共役な位置の近傍に配置された、開口幅が可変な開
口可変機構を有し、
　該開口可変機構が、一枚の遮光板と、該一枚の遮光板の複数箇所に対して力を加えるた
めに、前記マスクと前記基板との相対移動の方向に対応する方向の駆動軸を有する複数の
駆動機構とを含み、
　該複数の駆動機構のうちの少なくとも１つの駆動機構が、１つの回動案内機構と、前記
駆動軸に垂直な２軸方向に関する平面案内機構とを有することを特徴とする露光装置。
【請求項２】
　前記複数の駆動機構のうちの１つを除くすべての駆動機構が、前記回動案内機構と前記
平面案内機構とを有することを特徴とする請求項１記載の露光装置。
【請求項３】
　前記２軸方向に関する平面案内機構は、互いに垂直な方向に案内する２つの案内機構を
有することを特徴とする請求項１又は２記載の露光装置。
【請求項４】
　前記遮光板が、前記照明光学系の光軸に対して傾いていることを特徴とする請求項１乃



(2) JP 4458329 B2 2010.4.28

10

20

30

40

50

至３いずれかに記載の露光装置。
【請求項５】
　前記開口可変機構の開口形状を矩形にも円弧にもすることが可能であることを特徴とす
る請求項１乃至４いずれかに記載の露光装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５いずれかに記載の露光装置を用いて前記基板を露光する工程と、前記露
光された基板を現像する工程とを有することを特徴とするデバイス製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明光の制御可能な露光装置に係り、更に詳しくは、ＩＣやＬＳＩ等の半導
体素子、液晶表示素子または薄膜磁気ヘッド等をフォトリソグラフィ工程で製造する際に
使用される所謂スリットスキャン露光方式またはステップ・アンド・スキャン方式などの
照明光の制御可能な走査型投影露光装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　半導体素子や液晶表示素子および薄膜磁気ヘッドを製造する際に、リソグラフィ技術を
利用して、マスクないしはレチクルと呼ばれる原版（以下、代表してマスクと呼ぶ）の表
面に形成されたパターンを、レジストと呼ばれる感光材をシリコンウエハやガラス基板の
表面に塗布した感光基板（以下、代表してウエハと呼ぶ）上に転写する為に、レジストを
感光させるための照明光を、前記原版を通して感光基板上に露光する、投影露光装置が使
用されている。
【０００３】
　従来、投影露光装置には原版と感光基板を密着ないしは近接させて一括露光を行うプロ
キシミティ露光方式や、ミラー反射光学系を介して円孤状の露光光を原版と感光基板上で
走査露光するミラープロジェクション露光方式や、感光基板上の各露光領域を投影光学系
の露光領域に順次移動させながら原版の縮小露光像を一括露光するというステップ・アン
ド・リピート方式の縮小投影型露光装置（所謂、ステッパ）が使用されていた。
【０００４】
　一括露光方式であるステップ・アンド・リピート方式の露光装置では、投影光学系がレ
ンズによって構成されている場合、有効な結像領域は円形状となるが、半導体集積回路は
一般的に矩形であるため、使用される原版も当然のごとく矩形形状をなしており、一括露
光の場合の転写領域を最大限に確保しようとすれば、投影光学系の有する円形の結像領域
に内接する矩形の領域となり、最も大きな転写領域でも円の直径の１／√２の辺の正方形
である。
【０００５】
　これに対して、投影光学系の有する円形状の結像領域のほぼ直径の寸法を有する矩形形
状の露光領域を用いて、マスクとウエハとを同期させながら走査移動させることによって
、転写領域を拡大させる走査露光方式である所謂スリットスキャン露光方式またはステッ
プ・アンド・スキャン方式（以下、代表してスリットスキャン方式と呼ぶ）が提案されて
いる。
【０００６】
　スリットスキャン方式の投影露光装置については、例えばＯｐｌｕｓＥの１９９３年２
月号の９６～９９頁に詳しく紹介されているが、該露光装置は矩形の露光領域を有し、各
ショットに対し該スリットをスキャン（走査）して走査露光が行われ、１つのショットの
走査露光が終了するとウエハは次のショットにステップし、次のショットの走査露光が同
様に繰り返され、次のショットヘのステップと露光のためのスキャンとを繰り返すことに
よって、ウエハ全体の露光が完了するという露光工程を有している。
【０００７】
　このようなスリットスキャン方式では、同一の大きさの結像領域を有する投影光学系を



(3) JP 4458329 B2 2010.4.28

10

20

30

40

50

用いた場合、投影レンズを用いて各転写領域ごとに一括露光を行うステップ・アンド・リ
ピート方式に比べてより大きな転写領域を確保することができる。すなわち、走査方向に
対しては光学系による制限がなくなるので走査ステージのストローク分だけ確保すること
ができ、走査方向に対して直角な方向には概ね√２倍の転写領域を確保することができる
。
【０００８】
　半導体集積回路を製造するための露光装置は、高い集積度のチップの製造に対応するた
めに、転写領域の拡大と解像力の向上が望まれており、より小さい投影光学系を採用でき
ることは、光学性能上からも、コスト的にも有利であり、スリットスキャン方式の露光方
法は、今後の露光装置の主流として注目されている。
【０００９】
　図１０は特開平１０－５０５９９号公報に開示されたスリットスキャン方式の投影露光
装置の構成を示すものであるが、同図において光源１より発せられた照明光は楕円集光ミ
ラー２によって集光された後に、オプティカル・インテグレータ９、１４（１４ａ、１４
ｂ）によって像面照度の重畳化（平均化）が行われ、第１のリレーレンズ４２を経た後に
、２枚の可動ブレードを有する可動ブラインド（可動視野絞り）３２に至る。可動ブライ
ンド３２はオプティカル・インテグレータ１４のフーリエ変換面となっており、マスク２
３と光学的に共役な位置に配置されていて、さらに、その近傍には固定ブラインド（視野
絞り）３４が配置されている。固定ブラインド３４は例えば４個のナイフエッジにより矩
形の開口を囲んだ機械的な視野絞りであって、その矩形の開口形状によってマスク２３上
の照明領域の形状が規定されている。即ち、可動ブラインド３２、及び固定ブラインド３
４により制限された照明光が第２リレーレンズ３５、コンデンサレンズ３６、及びミラー
１１を介してマスク２３上の照明領域を均一な照度分布で照明している。以上の照明条件
の下で、アライメントマーク２８を用いてマスク２３とウエハ２５との位置合わせを行っ
た上で、マスク２３とウエハ２５をウエハ２５の面内の第１の方向（以下スキャン方向と
呼ぶ）に同期スキャンすることによりウエハ２５上に塗布したフォトレジストが感光し、
マスク２３に形成されているパターンがウエハ２５上に精密に転写される。
【００１０】
　スリットスキャン方式の投影露光装置ではウエハ２５上の各露光領域をこれらの露光領
域のスキャン方向の長さより短い矩形の開口による走査露光によって露光が行われるので
、各露光領域内の積算露光量の制御は、その矩形開口部の積算露光量をウエハ２５上の全
ての点で一定となる様に実行する必要がある。仮に、ウエハ２５上の各点での積算露光量
が異なると、各露光領域内での積算露光量にムラが生じることとなり、これはステップ・
アンド・リピート方式の露光装置における照度ムラと同様の誤差となってしまう。前記、
照度ムラに対する解決手段としてスリットスキャン方式の露光装置で、特に等速露光装置
においては、例えば特開昭６０－１５８４４９号公報や特開平７－６６１０３号公報に示
されるように、ウエハ２５上の露光量の均一化を図るために、スキャン方向の照度分布を
台形にすることが行われている。従ってウエハ２５上の矩形状の露光領域内の任意の一点
で露光中の照度の時間的変化は図６（Ａ）に示されるように台形状となり、この事は、等
速走査露光においてはそのまま時間軸を空間軸に変換して考えることができるので、空間
軸上でも図６（Ｂ）に示すような照度分布を示すこととなる。
【００１１】
　等速走査露光における露光量制御は、この台形状の照度分布を高さと面積が等しい矩形
と見做し、図６（Ｂ）における幅Ｌ×高さＩの矩形をはみ出した三角形部分と、矩形内の
三角形部分との面積が等しくなる点、即ち、両側の斜線部において最高照度Ｉの１／２と
なる点を結んだ線の幅Ｌを有し、高さが等しい矩形に近似している。そして、この矩形の
幅Ｌをスリットの幅としている。
【００１２】
　これらの従来例はスキャン方向に関する照度ムラの補正までを考慮したものであって、
固定ブラインド３４の開口形状はあくまで、矩形としており、スキャン方向の開口幅が一
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定の値となっている。固定ブラインド３４の開口形状が矩形であることは、マスク２３上
およびウエハ２５上に投影される開口形状も当然のことながら矩形となっており、マスク
２３上およびウエハ２５上で、スキャン方向と直交する方向（以下、スリット方向と呼ぶ
）にも照度が均一でなければ、露光ムラが発生してしまう。
【００１３】
　前記したように、可動ブラインド３２はマスク２３と光学的に共役な位置に配されてお
り、更に固定ブラインド３４は可動ブラインド３２の近傍に配置されているが、固定ブラ
インド３４の位置において照明範囲内が必ずしも均一な照度分布となっているとは限らな
い。即ち、光源１から固定ブラインド３４に至るまでの光路中に配された光学素子の製造
上の誤差や、組立時の誤差による光路長の変位等により、固定ブラインド３４の位置で光
軸と直交する面内には若干の照度ムラが発生しているのが一般的である。
【００１４】
　従って、固定ブラインド３４によって、照明領域を矩形に制限してマスク２３上を照明
し、更に、投影レンズ２２を通してウエハ２５を照明した場合に、露光位置によって積算
露光量にバラツキが発生し、均一な露光ができずウエハ２５上に塗布されたレジストは場
所によって感光状態に差異が生じることとなる。仮に、固定ブラインド３４の位置での照
度ムラが全く無いように、光学系の調整を行ったと仮定しても、マスク２３上の像をウエ
ハ２５上に結像するための投影レンズ２２は１０枚から数十個の光学素子によって構成さ
れており、それぞれの光学素子の製造誤差や光学素子上に施されたコーティングのムラ等
によって、照明光の透過率に部分的なムラが発生している。
【００１５】
　図２（Ａ）はマスク２３上でスリット方向に関する照明光の照度ｉ（ｘ）の分布を示す
ものであるが、図に示されるように照度分布が均一であったとしても、前記、投影レンズ
２２の透過率のムラによって、ウエハ２５上の照度Ｉ（ｘ）の分布は図２（Ｂ）に示すよ
うに、不均一な分布となってしまう。
【００１６】
　ここで、投影レンズ２２で発生する透過率のムラについて、さらに説明する。図８（Ａ
）は投影レンズ２２のウエハ２５上の有効領域を示すものであるが、投影レンズ２２は一
般的に外周が円形の光学素子の組み合わせによって成り立っているために、レンズ自体で
は円形の有効部８１を有しているが、前述したように、スリットスキャン方式の露光装置
では広い幅でスキャン露光を行うためにレンズの有効部８１の中で、矩形の露光領域８２
を使用している。この時、前記、光学素子上の製造誤差や光学素子上に施されたコーティ
ングのムラ、あるいは組立の誤差に起因する照度ムラは、一般に光学素子の径方向に相関
を持つ分布で発生するため、矩形の露光領域内の照度分布は、図９に示すように紡錘形を
切り出したような形状となってしまい、このような照度分布を持った露光光を用いて、マ
スク２３とウエハ２５とを同期走査した場合、スリット方向に関する積算露光量は、場所
毎に大きな照度ムラを有する結果を招く。
【００１７】
　以上の不具合を改善する手段として、例えば特開昭６２－１９３１２５号公報に開示さ
れている投影露光装置では、照明光の光路中に液晶シャッタを挿入し、露光光の照射エリ
アを自由にできるように構成されており、露光光の強度が低く積算露光量の不足する位置
ではスキャン方向の開口幅を拡大し、逆に、露光光の強度が高くて積算露光量が大きすぎ
る位置ではスキャン方向の開口幅を狭くするような制御を加えているが、このような従来
例においては、開口幅を変更する機能・手段について説明がなされているものの、投影露
光が効率的に行われるように開口幅を決定する方法には言及していない。
【００１８】
　例えば、ウエハ２５上に塗布された感光剤であるレジストの感光感度をＰｒとし、ウエ
ハ２５面上に露光される単位時間当たりの露光量をＱｗ、ウエハ２５上に投影される固定
ブラインド３４のスキャン方向の開口幅をＬｗ、ウエハ２５のスキャン方向への移動速度
をＶｗとすると、ウエハ２５上での積算露光量はレジストの感光感度に等しいため、
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　Ｐｒ＝Ｑｗ×Ｌｗ÷Ｖｗ・・・（式１）
と表現されるので、
　Ｖｗ＝Ｑｗ×Ｌｗ÷Ｐｒ・・・（式２）
と書き換えられ、レジストの感度Ｐｒを２，０００Ｊ／ｍ２、ウエハ２５面上に露光され
る単位当たりの露光量（以下ウエハ面照度と呼ぶ）Ｑｗを３０，０００Ｗ／ｍ２、スキャ
ン方向の開口幅Ｌｗを１０ｍｍとすると、ウエハ２５のスキャン速度Ｖｗは０．１５ｍ／
ｓｅｃとなる。しかし、ここで光源１の出力が低下してウエハ面照度Ｑｗが２０，０００
Ｗ／ｍ２まで低下すると、スキャン速度Ｖｗは０．１０ｍ／ｓｅｃに低下する。このこと
は露光に要する時間が長くなることを意味し、生産性の低下を招く結果となる。
【００１９】
　ここで、（式２）により、スキャン方向の開口幅Ｌｗを広げることによってスキャン速
度の向上を図ることができるが、その反面投影レンズ２２には光学性能を十分に発揮する
ための有効画角が決まっており、むやみに開口幅を広げることができない。従って、前記
従来例において、照度ムラにあわせてスキャン方向の開口幅を局所的に調整を行う際にも
、スキャン方向の最大開口幅に着目して、効率的な露光を行うための開口幅の決定方法が
必要となってくる。
【００２０】
　特開２００１－２４４１８３号広報は上述の従来技術に付随する不都合点に鑑みてなさ
れたものであって、該出願に係る第１及び第２の発明は、投影レンズ２２の画角を有効に
利用しながら、ウエハ２５上に発生する照度ムラの量を低減し無くすために局所的に調整
可能とすることを目的としており、該出願に係る第３及び第４の発明は、露光装置上で使
用される複数の露光条件のすべてに対して、前記照度ムラを減らし無くすための調整を可
能とすることを目的としている。
【００２１】
　特開２００１－２４４１８３号広報は図１及び図５に示すように、照明光の光軸に対し
て傾斜して取り付けられた可撓性のある遮光板６６（６６ａ，６６ｂ）によってウエハ２
５上に照射される露光量の部分的なムラを無くすための調整機構を構成している。遮光板
６６は前記光軸に対して相対した位置に一対６６ａ，６６ｂとなって取り付けられている
ものであり、プッシュロッド５１ａ、５１ｂ、５１ｃ、５１ｄ、５１ｅの押し引きによっ
て変形可能となっていて、遮光板６６を任意の形状に変形させることによって、照明光の
開口エリア６０の形状が決定されるように構成されている。
【００２２】
　調整ブラインド３３について、図５を用いて更に詳しく説明すると、遮光板６６は厚さ
０．１ｍｍの金属板であってその表面はケミカルエッチングによって梨地状の拡散面とな
っており、図５に示すように遮光板６６は照明光の光軸に対して約４０度の傾きを持って
配置されている。この角度は、特開２００１－２４４１８３号広報の実施例では第３リレ
ーレンズ４２にＮ．Ａ．＝０．３５程度のものを使用しており、照明光は光軸に対して約
１９度の広がり角を持っている為であって、照明光が可動ブラインド３２の面上に集光す
る直前で遮光板６６を挿入して開口幅を狭める際に、遮光板６６の光軸側のエッジによっ
て開口幅を決定できるように、第３リレーレンズ４２の広がり角よりも急角度に設定され
ている。
【００２３】
　また、図１では遮光板６６の変形状態を表している。本実施例ではウエハ２５上での標
準的な照度ムラに合わせて、予め調整ブラインド３３の開口形状が矩形とは若干異なる形
状に設定されている。開口形状の詳細については後述するが、本実施例での開口形状６０
は図１に示すように鼓型をしており、遮光板６６はこの開口形状６０に合わせて、プッシ
ュロッド５１ａ、５１ｂ、５１ｃ、５１ｄ、５１ｅが押し引きされている。しかし、遮光
板６６の光軸側のエッジが直線であった場合、プッシュロッド５１ａ、５１ｂ、５１ｃ、
５１ｄ、５１ｅの押し引きによってこのように遮光板６６を変形させると、遮光板６６は
光軸に対して傾けて配置されているため、変形を受けた部分は、調整ブラインド３３の面
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内だけではなく、光軸方向にも変形を受けてしまい、マスク２３と共役な位置にある可動
ブラインド３２に対するデフォーカス量が変化してしまう。
【００２４】
　このようにデフォーカス量が変化しても、ウエハ２５上の照度分布を考えると、図６（
Ａ）に示す台形の斜辺部分の角度が変化するだけで、台形の面積は変化しないので、積算
照度の変化は見られないが、遮光板６６が光軸方向にも変形を起こしてしまう分だけ、図
５における可動ブラインド３２と調整ブラインド３３の遮光板６６ａ，６６ｂとの間隔△
ｄを広げておく必要が生じてしまう。
【００２５】
　このような事態を回避するため、特開２００１－２４４１８３号広報の実施例に係る遮
光板６６は図１に示すように、あらかじめ楕円状のエッジ形状をしており、前記の鼓型開
口形状６０に変形させた時点で、遮光板６６のエッジが光軸に対して垂直な面内に収まる
ようになっている。
【００２６】
　もちろん、調整ブラインド３３の開口形状６０は標準状態でのみ使用されるものではな
いが、ウエハ２５上に発生する照度ムラの変化量は、後述する照明条件の変更や、光学素
子の経時的変化によって１～３パーセント程度であるので、遮光板６６の変形量も小さく
て済むようになっている。
【００２７】
　特開２００１－２４４１８３号広報に係る第１の発明は、原版と感光基板を同期させて
第１の方向へ走査して、前記原版上のパターンを前記感光基板上に露光する投影露光装置
において、照明光学系内の前記原版と共役な位置の近傍に、前記第１の方向に関する露光
領域の開口幅を、前記第１の方向と直交する第２の方向に関して局所的に変更する露光領
域整形手段を具備し、前記露光領域整形手段によって、前記露光領域を任意の形状に整形
して、前記感光基板上に照射される露光光量の部分的なムラを無くすための調整機能を有
しており、前記露光領域整形手段の前記第１の方向に関する最大開口幅は、投影レンズの
前記第１の方向に関する最大画角に相当することを特徴とする。
【００２８】
　これによれば、照明光を生成するための照明光学系及び投影レンズによって発生する局
所的な照度ムラに適応して開口幅を調整し、均一な露光分布を形成するとともに、開口幅
の調整の際に最大開口幅を投影レンズの最大画角に相当することによって、投影レンズに
関する最大の露光光量を得ることができる。
【００２９】
　従って、原版と感光基板とを同期走査してスキャン露光を行う際の、スキャン速度は前
記投影レンズに関する最大の速度を使用することが可能であり、露光装置の生産性が向上
するものである。
【００３０】
　また、特開２００１－２４４１８３号広報に係る第２の発明は、前記第１の発明におい
て、感光基板と同一な面内で、スリット方向に関して、位置毎に照明光量を測定し、測定
された照明光量が概ね一様となりムラが無くなる様に、前記露光領域整形手段を駆動する
機能を有することを特徴としており、露光の際に感光剤であるレジストが存在するべき位
置での照度ムラを測定することが可能となるため、測定位置以降で照度ムラの発生する要
因を完全に排除することが可能となっている。
【００３１】
　また、特開２００１－２４４１８３号広報に係る第３の発明は前記第１の発明において
、前記原版に対する照明条件変更がされるたびに、露光光量の部分的な調整を行うことを
特徴としており、原版に対する照明条件の変更によって、光路中の光学素子が変更された
り、あるいは、光路中の光学素子の使用部分が変わることによって生じる照度ムラの変化
があった場合であっても、照度ムラの補正を新たにやり直すことができるので、常に均一
な露光分布を得ることが可能となっている。
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【００３２】
　さらに、特開２００１－２４４１８３号広報に係る第４の発明は前記第３の発明におい
て、前記照明条件の変更工程に、前記感光基板の露光面における照度分布を計測する段階
を含むことを特徴としており、照明条件の変更と照度ムラの確認の作業が一連の動作とし
て連続的に行われるため、作業者のミスによる測定忘れ等を防止することが可能となって
いる。
【非特許文献１】ＯｐｌｕｓＥの１９９３年２月号の９６～９９頁
【特許文献１】特開平１０－０５０５９９号公報
【特許文献２】特開昭６０－１５８４４９号公報
【特許文献３】特開平０７－０６６１０３号公報
【特許文献４】特開昭６２－１９３１２５号公報
【特許文献５】特開２００１－２４４１８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３３】
　しかしながら、これらの従来例はスリットのスキャン方向の開口幅を局所的に変えるこ
とについて言及しているだけであり、それを実現するための具体的な機構については示し
ていない。また、前記照度ムラの変化量１～３パーセントを薄肉金属板で形成されたスリ
ットの撓みで補正する場合、単純にスキャン方向に押し引きすると、機構に無理な応力が
働いてアクチュエータの負荷が極めて大きくなり、薄肉金属板が塑性変形する危険性も生
じる。したがって、薄肉金属板で形成された可変スリットを板の厚さ方向に無理なく変形
させる手段が必要である。さらには、投影光学系にエネルギー効率、色収差、対環境敏感
度の点から光学系内に複数のミラーとレンズを配置したカタディオプトリックタイプを選
択し、スリットの開口形状が円弧状であるスキャニング式投影露光装置に適用させる必要
も生じている。
【００３４】
　ところが、前記スリットのエッジ近傍のマスク共役面には、マスクの照射領域を制限す
るブラインド機構が配置されており、露光ムラ調整スリット機構と該ブラインド機構との
干渉が問題となる。
【００３５】
　本発明は上述の従来技術に付随する不都合点に鑑みてなされたものであって、本出願に
係る第１及び第２の発明は、投影レンズ２２の画角を有効に利用しながら、ウエハ２５上
に発生する積算露光量のばらつきを低減し無くすために、構造的に優れた露光ムラ調整ス
リット機構で局所的に調整可能とすることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００３６】
　上記課題を解決するために本発明の露光装置は、光源からの光を用いて被照明面に配置
されたマスクを照明する照明光学系を有し、前記マスクと基板とを相対的に移動させて、
前記マスクのパターンを前記基板に投影する露光装置において、
　前記照明光学系は、前記被照明面と共役な位置の近傍に配置された、開口幅が可変な開
口可変機構を有し、
　該開口可変機構が、一枚の遮光板と、該一枚の遮光板の複数箇所に対して力を加えるた
めに、前記マスクと前記基板との相対移動の方向に対応する方向の駆動軸を有する複数の
駆動機構とを含み、
　該複数の駆動機構のうちの少なくとも１つの駆動機構が、１つの回動案内機構と、前記
駆動軸に垂直な２軸方向に関する平面案内機構とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００４３】
　本発明によれば、前記露光ムラ調整スリット機構は、略平行スリットにも円弧スリット
にも適用でき、可変スリットに無理な応力を発生させることなく、スリット幅の調節を行
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うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
　以下、図面を用いて具体的に実施例について説明を行う。
【実施例１】
【００４５】
　以下、本発明の第１の実施例につき図面を参照して説明する。図７は本実施例に係るス
リットスキャン方式の投影露光装置の構成を示しており、なお、図７において、図１０と
同一部分には同一符号を付けてある。いる。本実施例に係る露光ムラ調整スリット機構を
用いた投影露光装置の制御方法については、特開２００１－２４４１８３号広報の実施例
に詳述されているので、ここでは説明を省略する。
【００４６】
　図３は本発明の特徴を最もよく表す図面であり、同図において６６ａは固定スリット、
６６ｂは露光ムラ調整手段であるところの薄肉金属板（弾性変形が可能な部材であれば他
の部材でも構わない）からなる可変スリット、６６ｃは可変スリットのスリット方向に局
所的に取り付けられたコマ、６６ｄはコマ受け、６６ｅは回動案内機構、６６ｆ及び６６
ｇは互いに直交する直動案内機構で構成された平面案内機構である。仮に、中央の駆動軸
に平面案内機構を設けると、可変スリットの該平面内位置が定まらないため、中央の駆動
軸には平面案内機構を設けない。
【００４７】
　また、複数ある駆動軸が可変スリット（薄肉金属板）に加える力は、図３、７における
上下方向、すなわち、照明光学系の光軸に対して実質的に垂直な方向（照明光学系が形成
するスリットの幅方向、レチクルやウエハ上でのスキャン方向に相当する方向）である。
但し、複数ある駆動軸が可変スリットに対して与える力（変位）の方向が同じであれば、
照明光学系の光軸に対して傾いた方向の力を可変スリットに対して与えるような構成とし
ても構わない。
【００４８】
　ここでは、中央の駆動軸には平面案内機構を設けずに、回動案内機構を設けているが、
中央の駆動軸には回動案内機構も設けないようにしても構わない。つまり、中央の駆動軸
には平面案内機構も回動案内機構も設けず、中央の駆動軸によって、可変スリットの薄肉
金属板の中央部の位置及び照明光学系の光軸に対する傾きを決定するような構成としても
構わない。
【００４９】
　勿論、このように平面案内機構を設けない駆動軸は中央である必要は無く、可変スリッ
トをスキャン方向（レチクル上でのスキャン方向、レチクル上におけるスリットの幅方向
）に押し引きする複数の駆動軸のうちいずれか１つであれば良い。また、本実施例におい
ては、１つの駆動軸に対して１つの回動案内機構と２つの平面案内機構とを設けているが
、２つの平面案内機構を２次元的な案内機構に置き換えたり、１つの回動案内機構と１つ
の平面案内機構の代わりに平面内に拘束するような案内機構（例えば板バネ等）を用いた
りしても構わない。
【００５０】
　上記構成において、複数のアクチュエータが押し引き運動を起こすと、可変スリット６
６ｂが撓むことにより板の厚さの方向へ変形する。このとき、回動案内機構６６ｅと平面
案内機構６６ｆ、６６ｇが運動することにより、可変スリットの変形に不要な応力が該案
内機構に散逸される。したがって、アクチュエータの負荷は最低限に抑えられ、可変スリ
ットと６６ｂを形成している薄肉金属板が塑性変形する危険性も大幅に削減できる。
【００５１】
　本実施例は、図８（Ａ）の矩形の露光領域８２内部にある略平行の最大開口エリア８３
を利用している。開口エリア８４はスリットの初期開口形状を表している。
【００５２】
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　以上の作用により、ウェハ面上での照度ムラに基き、露光ムラ調整スリット機構の開口
幅を最大開口エリア８３の範囲内で局所的に変えることにより、スキャン露光したときの
ウェハ面上での積算露光量を実質的に均一に保つことが可能になる。
【００５３】
　ここで、ウエハ２５面上での積算露光量は、ウエハを載置するウエハステージ（ウエハ
を搭載して移動可能な部位）上に設けられた照度むらセンサ（光量センサ）２７を用いて
測定し、その結果を受けた主制御系９が前記アクチュエータの押し引き運動を制御するこ
とによって、スリットの長さ方向（スリット方向）の複数箇所におけるスリット幅の調整
を行っている。ここで照度むらセンサを用いてウエハ上での光量測定は、ウエハをスキャ
ン方向に一度露光する度、ウエハをスキャン方向に１往復露光する度、ウエハを１枚露光
し終わる度、ウエハを１ロット露光し終わる度、もしくはウエハの焼付けに異常な兆候が
見られる度に行う。
【００５４】
　また、必要に応じてスリットを実質的に閉じてしまうことも可能である。
【００５５】
　また、前記露光領域整形手段すなわち露光ムラ調整スリット機構の可変スリットは、可
撓性のある薄肉金属板で形成されており、該薄肉金属板のエッジ中央においてスリット方
向を回転軸として回転傾斜した位置に配置されている。
【００５６】
　この可変スリットを押し引きする機構の動作方向はスキャン方向であり、該機構が前記
ブラインド機構と干渉することはない。該可変スリットの変形方向は該スリットを形成し
ている前記薄肉金属板の厚さ方向に平行である。
【００５７】
　前記可変スリットを押し引きする機構の動作方向を該可変スリットの変形方向へ変換す
るために、前記薄肉金属板の複数箇所で取り付けられた部材に、スリット方向と可変スリ
ットの変形方向に直交する方向を回転軸とする回動案内機構を設け、さらに中央の押し引
き機構には該回動案内機構だけを設け、その他の押し引き機構には該回動機構に加えてス
リット方向と光軸方向へスライドする平面案内機構を設けることが望ましい。
【００５８】
　また、前記露光ムラ調整スリット機構は、スリットの開口形状が略平行あるいは円弧の
両方の場合に適用できる。また、前記露光ムラ調整スリット機構は、可変スリットを形成
している薄肉金属板に無理な応力が発生しようとも、前記回動案内機構と前記平面案内機
構が運動することにより、可変スリットの変形に不要な応力が該案内機構へ散逸するため
に、アクチュエータの負荷が最低限に抑えられ、可変スリットを形成している薄肉金属板
が塑性変形する危険性も大幅に削減できる。
【実施例２】
【００５９】
　本実施例２が実施例１と異なる点は、実施例１では略平行スリットを前提としていたが
、実施例２では露光ムラ調整スリット機構はカタディオ投影系における円弧スリットの開
口幅を局所的に変更する場合に適用している点である。その他、実施例２で特に記載して
いない部分に関しては実施例１と同様である。
【００６０】
　実施例２においては、円弧スリットは楕円柱表面に薄肉金属板を馴染ませて加工製造し
、該楕円柱の軸に対して全体を斜めにスライスすることにより、薄肉金属板のエッジ形状
を円弧状にしている。
【００６１】
　図４は本発明の特徴を最もよく表す図面であり、同図において６６ａは固定スリット、
６６ｂは露光ムラ調整手段であるところの薄肉金属板からなる可変スリット、６６ｃは可
変スリットのスリット方向に局所的に取り付けられたコマ、６６ｄはコマ受け、６６ｅは
回動案内機構、６６ｆ及び６６ｇは互いに直交する直動案内機構で構成された平面案内機



(10) JP 4458329 B2 2010.4.28

10

20

30

40

50

構である。仮に、中央の駆動軸に平面案内機構を設けると、可変スリットの該平面内位置
が定まらないため、中央の駆動軸には平面案内機構を設けない。
【００６２】
　ここでは、中央の駆動軸には平面案内機構を設けずに、回動案内機構を設けているが、
中央の駆動軸には回動案内機構も設けないようにしても構わない。つまり、中央の駆動軸
には平面案内機構も回動案内機構も設けず、中央の駆動軸によって、可変スリットの薄肉
金属板の中央部の位置及び照明光学系の光軸に対する傾きを決定するような構成としても
構わない。
【００６３】
　勿論、このように平面案内機構を設けない駆動軸は中央である必要は無く、可変スリッ
トをスキャン方向（レチクル上でのスキャン方向、レチクル上におけるスリットの幅方向
）に押し引きする複数の駆動軸のうちいずれか１つであれば良い。また、本実施例におい
ては、１つの駆動軸に対して１つの回動案内機構と２つの平面案内機構とを設けているが
、２つの平面案内機構を２次元的な案内機構に置き換えたり、１つの回動案内機構と１つ
の平面案内機構の代わりに平面内に拘束するような案内機構（例えば板バネ等）を用いた
りしても構わない。
【００６４】
　上記構成において、複数のアクチュエータが押し引き運動を起こすと、可変スリット６
６ｂが撓むことにより板の厚さの方向へ変形する。このとき、回動案内機構６６ｅと平面
案内機構６６ｆ、６６ｇが運動することにより、可変スリットの変形に不要な応力が該案
内機構に散逸される。したがって、アクチュエータの負荷は最低限に抑えられ、可変スリ
ットと６６ｂを形成している薄肉金属板が塑性変形する危険性も大幅に削減できる。
【００６５】
　図８（Ｂ）は投影レンズ２２のウエハ２５上の有効領域を示すものであるが、投影レン
ズ２２は一般的に外周が円形の光学素子の組み合わせによって成り立っているために、レ
ンズ自体では円形の有効部８１を有しているが、前述したように、スリットスキャン方式
の露光装置では広い幅でスキャン露光を行うためにレンズの有効部８１の中で、矩形の露
光領域８２を使用している。本実施例は、投影光学系にエネルギー効率、色収差、対環境
敏感度の点から光学系内に複数のミラーとレンズを配置したカタディオプトリックタイプ
を選択し、スリットの開口形状が円弧状であるスキャニング式投影露光装置に適用させる
ものであるため、矩形の露光領域８２内部にある円弧状の最大開口エリア８３を利用して
いる。開口エリア８４はスリットの初期開口形状を表している。
【００６６】
　以上の作用により、ウェハ面上での照度ムラに基き、露光ムラ調整スリット機構の開口
幅を最大開口エリア８３の範囲内で局所的に変えることにより、スキャン露光したときの
ウェハ面上での積算露光量を実質的に均一に保つことが可能になる。
【００６７】
　ここで、ウエハ２５面上での積算露光量は、ウエハを載置するウエハステージ（ウエハ
を搭載して移動可能な部位）上に設けられた照度むらセンサ（光量センサ）２７を用いて
測定し、その結果を受けた主制御系９が前記アクチュエータの押し引き運動を制御するこ
とによって、スリットの長さ方向（スリット方向）の複数箇所におけるスリット幅の調整
を行っている。ここで照度むらセンサを用いてウエハ上での光量測定は、ウエハをスキャ
ン方向に一度露光する度、ウエハをスキャン方向に１往復露光する度、ウエハを１枚露光
し終わる度、ウエハを１ロット露光し終わる度、もしくはウエハの焼付けに異常な兆候が
見られる度に行う。
【００６８】
　また、必要に応じてスリットを実質的に閉じてしまうことも可能である。
【実施例３】
【００６９】
　次に上記説明した投影露光装置を利用したデバイスの生産方法の実施例３を説明する。
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図１１は微小デバイス（ＩＣやＬＳＩ等の半導体チップ、液晶パネル、ＣＣＤ、薄膜磁気
ヘッド、マイクロマシン等）の製造のフローを示す。ステップ１（回路設計）ではデバイ
スのパターン設計を行う。ステップ２（マスク製作）では設計したパターンを形成したマ
スクを製作する。一方、ステップ３（ウエハ製造）ではシリコンやガラス等の材料を用い
てウエハを製造する。ステップ４（ウエハプロセス）は前工程と呼ばれ、上記用意したマ
スクとウエハを用いて、リソグラフィ技術によってウエハ上に実際の回路を形成する。次
のステップ５（組み立て）は後工程と呼ばれ、ステップ４によって作製されたウエハを用
いて半導体チップ化する工程であり、アッセンブリ工程（ダイシング、ボンディング）、
パッケージング工程（チップ封入）等の工程を含む。ステップ６（検査）ではステップ５
で作製された半導体デバイスの動作確認テスト、耐久性テスト等の検査を行なう。こうし
た工程を経て半導体デバイスが完成し、これが出荷（ステップ７）される。
【００７０】
　図１２は上記ウエハプロセスの詳細なフローを示す。ステップ１１（酸化）ではウエハ
の表面を酸化させる。ステップ１２（ＣＶＤ）ではウエハ表面に絶縁膜を形成する。ステ
ップ１３（電極形成）ではウエハ上に電極を蒸着によって形成する。ステップ１４（イオ
ン打込み）ではウエハにイオンを打ち込む。ステップ１５（レジスト処理）ではウエハに
感光剤を塗布する。ステップ１６（露光）では上記説明した投影露光装置によってマスク
の回路パターンをウエハに焼付露光する。ステップ１７（現像）では露光したウエハを現
像する。ステップ１８（エッチング）では現像したレジスト像以外の部分を削り取る。ス
テップ１９（レジスト剥離）ではエッチングが済んで不要となったレジストを取り除く。
これらのステップを繰り返し行うことによって、ウエハ上に多重に回路パターンが形成さ
れる。
【００７１】
　本実施例の生産方法を用いれば、従来は製造が難しかった高集積度のデバイスを低コス
トに製造することができる。
【００７２】
　以上のように、本実施例によれば、前記露光ムラ調整スリット機構は、略平行スリット
にも円弧スリットにも適用でき、可変スリットを形成している薄肉金属板に無理な応力が
発生しようとも、前記回動案内機構と前記平面案内機構が運動することにより、可変スリ
ットの変形に不要な応力が該案内機構へ散逸するために、アクチュエータの負荷が最低限
に抑えられ、可変スリットを形成している薄肉金属板が塑性変形する危険性も大幅に削減
できる。
【００７３】
　また、投影露光装置の構造から鑑みて、前記スリットのエッジ近傍のマスク共役面には
、マスクの照射領域を制限するブラインド機構が配置されているが、押し引き機構が光軸
方向とスリット方向に直交する方向に収められるため、露光ムラ調整スリット機構と該ブ
ラインド機構との干渉は避けられる。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】本発明の第１の実施例に係る露光領域整形手段に開口形状調整機能を持たせる構
造を説明するための図である。
【図２】原版としてのマスク上の照度分布と感光基板としてのウェハ上の照度分布の差を
説明するための図である。
【図３】本発明の第１の実施例に係る露光ムラ調整スリット機構の構造を説明するための
図である。
【図４】本発明の第２の実施例に係る露光ムラ調整スリット機構の構造を説明するための
図である。
【図５】本発明の第１及び第２の実施例に係る投影露光装置の要部配置を説明するための
図である。
【図６】ウェハ上での露光光の強度分布を説明するための図である。



(12) JP 4458329 B2 2010.4.28

10

20

30

【図７】本発明の第１及び第２の実施例に係る投影露光装置の構成を説明するための図で
ある。
【図８】投影レンズの有効範囲を説明するための図である。
【図９】矩形露光領域内の照度分布を説明するための図である。
【図１０】従来の投影露光装置の構成を説明するための図である。
【図１１】微小デバイスの製造の流れを示す図である。
【図１２】図１１におけるウェハプロセスの詳細な流れを示す図である。
【符号の説明】
【００７５】
　１　光源
　２　楕円集光ミラー
　９　オプティカルインテグレータ
　１４　オプティカルインテグレータ
　２２　投影レンズ
　２３　マスク（原版）
　２５　ウェハ（感光基板）
　３２　可動ブラインド
　３３　調整ブラインド（露光領域整形手段を調整する）
　３４　固定ブラインド
　５１　駆動点
　６０　開口エリア
　６６　遮光板
　８１　円形の有効部
　８２　矩形の露光領域
　８３　最大開口エリア
　８４　開口エリア
　９１　電源
　９２　露光量制御系
　９４　主制御系
　９５　ステージ制御系
　９６　露光範囲制御系
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